
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
九
年
郵
政
省
令
第
八
十
二
号

電
気
通
信
番
号
規
則

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同

法
を
施
行
す
る
た
め
、
電
気
通
信
番
号
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条―

第
四
条
）

第
二
章
　
電
気
通
信
番
号
計
画
（
第
五
条―

第
十
四
条
）

第
三
章
　
電
気
通
信
番
号
の
指
定
に
係
る
手
続
（
第
十
五
条―

第
十
九
条
）

第
四
章
　
第
九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
の
使
用
に
必
要
な
措
置
（
第
二
十
条
）

第
五
章
　
雑
則
（
第
二
十
一
条
・
第
二
十
二
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
番
号
の
基
準
及
び
電
気
通
信
事
業
法
の
規
定
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る

事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
電
気
通
信
事
業
法
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
年

政
令
第
七
十
五
号
）
及
び
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
に
お
い
て
使
用

す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
遵
守
義
務
）

第
三
条
　
電
気
通
信
事
業
者
は
、
こ
の
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
気
通
信
番
号
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
で
中
継
系
伝
送
路
設
備
と
の
接
続
を
し
て
い
な
い
電
気
通
信
事

業
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
を
除
き
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
電
気
通
信
番
号
の
基
準
）

第
四
条
　
電
気
通
信
事
業
者
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
従
っ
て
電
気
通
信
番
号
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
電
気
通
信
番
号
の
使
用
は
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
た
め
に
必
要
な
も
の
に
限
る
こ
と
。

二
　
電
気
通
信
番
号
に
よ
り
電
気
通
信
設
備
又
は
電
気
通
信
役
務
の
種
類
若
し
く
は
内
容
を
識
別
で
き
る
よ
う
に

す
る
こ
と
。

三
　
電
気
通
信
番
号
の
効
率
的
な
使
用
を
図
る
こ
と
。

四
　
利
用
者
が
公
平
に
電
気
通
信
番
号
を
使
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

五
　
第
三
章
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
の
指
定
に
係
る
手
続
に
基
づ
き
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
電
気
通
信
番
号

を
使
用
す
る
こ
と
。

第
二
章
　
電
気
通
信
番
号
計
画

（
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
回
線
設
備
等
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
）

第
五
条
　
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
電
気
通

信
回
線
設
備
（
第
七
条
の
信
号
用
伝
送
装
置
並
び
に
第
九
条
及
び
第
十
二
条
の
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
除
く
。
）

を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
（
第
十
条
及
び
第
十
三
条
の
電
気
通
信
番
号
を
除
く
。
）
は
、
別
表
第
一
第

一
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
利
用
者
の
利
便
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
総
務
大
臣
が
特
に
必
要
と
認
め

る
と
き
は
、
他
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
事
業
者
以
外
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
（
中
継
系
伝
送
路
設
備
及
び

こ
れ
を
用
い
て
相
互
に
接
続
さ
れ
る
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
電
気
通
信
設
備
の
総
体
を
い
う
。
第
九

条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
は
、
別
表
第
一
第
二
号
に
定
め
る
も

の
と
す
る
。

第
六
条
　
削
除

（
信
号
用
伝
送
装
置
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
）

第
七
条
　
信
号
用
伝
送
装
置
（
国
際
電
気
通
信
連
合
条
約
に
基
づ
く
勧
告
に
準
拠
し
た
信
号
用
中
継
交
換
機
を
用
い

る
共
通
線
信
号
方
式
に
基
づ
く
も
の
に
限
る
。
）
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
は
、
別
表
第
一
第
三
号
に

定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
端
末
設
備
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
）

第
八
条
　
端
末
設
備
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
（
電
気
通
信
回
線
設
備
に
接
続
す
る
端
末
設
備
を
識
別
す

る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
を
規
定
す
る
国
際
電
気
通
信
連
合
条
約
に
基
づ
く
勧
告
に
準
拠
し
た
も
の
に
限
る
。
）

は
、
別
表
第
一
第
四
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
）

第
九
条
　
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
第
十
二
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
（
第

十
条
の
電
気
通
信
番
号
を
除
く
。
）
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
そ
の
一
端
が
特
定
の
場
所
に
設
置
さ
れ
る
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
に
接
続
さ

れ
る
伝
送
路
設
備
で
あ
っ
て
、
次
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
無
線
呼
出
し
の
役
務
に
係
る
端
末
系

伝
送
路
設
備
（
第
四
号
の
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
除
く
。
）
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
は
、
総
務
大

臣
が
市
町
村
等
の
区
域
を
勘
案
し
て
別
に
告
示
す
る
電
気
通
信
番
号
と
す
る
。
た
だ
し
、
固
定
端
末
系
伝
送
路

設
備
に
お
い
て
、
別
に
告
示
す
る
電
気
通
信
番
号
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
総
務
大
臣
が
認
め
る

と
き
は
、
他
の
電
気
通
信
番
号
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
　
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
に
そ
の
一
端
が
接
続
さ
れ
る
端
末
系
伝
送

路
設
備
で
あ
っ
て
他
の
一
端
が
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
利
用
者
（
電
気
通
信
事
業
者
を
除
く
。
次
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
端
末
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
は
、
別
表
第

一
第
五
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

三
　
携
帯
電
話
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
に
係
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
次
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
識
別
す
る
た

め
の
電
気
通
信
番
号
は
、
別
表
第
一
第
六
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

三
の
二
　
携
帯
電
話
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
に
係
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
用
に
供
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
は
、
別
表

第
一
第
六
号
の
二
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

四
　
無
線
呼
出
し
の
役
務
（
当
該
役
務
に
係
る
料
金
を
発
信
側
の
者
が
負
担
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
端
末

系
伝
送
路
設
備
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
は
、
別
表
第
一
第
七
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

五
　
人
工
衛
星
を
介
し
て
二
以
上
の
国
に
お
い
て
提
供
す
る
移
動
電
気
通
信
役
務
（
当
該
役
務
の
提
供
に
係
る
電

気
通
信
回
線
設
備
を
識
別
す
る
た
め
に
用
い
る
番
号
が
国
際
電
気
通
信
連
合
条
約
に
基
づ
く
勧
告
に
準
拠
し
た

も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
は
、
別
表
第
一
第
八
号
に

定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
は
、
電
気
通
信
事
業
者
が
利
用
者
か
ら
の
随
時
の
請
求
に
よ
り
特
定

さ
れ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
に
よ
り
識
別
さ
れ
る
固
定
端
末
系
伝
送

路
設
備
又
は
次
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
に
よ
り
識
別
さ
れ
る
音
声
伝
送
役
務
に
係
る
端
末

系
伝
送
路
設
備
に
限
る
。
）
を
介
し
て
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
を
識
別
す
る
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
電
気
通
信
役
務
の
種
類
又
は
内
容
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
）

第
十
条
　
電
気
通
信
役
務
の
種
類
又
は
内
容
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
電
気
通
信
事
業
者
が
利
用
者
か
ら
の
随
時
の
請
求
に
よ
り
特
定
さ
れ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
介
し
て
提
供

す
る
電
気
通
信
役
務
（
前
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
に
よ
り
識
別
さ
れ
る
固
定
端
末
系
伝

送
路
設
備
、
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
に
よ
り
識
別
さ
れ
る
携
帯
電
話
若
し
く
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
に
係

る
端
末
系
伝
送
路
設
備
又
は
次
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
に
よ
り
識
別
さ
れ
る
音
声
伝
送
役
務
に
係
る
端

末
系
伝
送
路
設
備
を
組
み
合
わ
せ
て
提
供
す
る
も
の
（
同
一
の
種
類
の
設
備
を
組
み
合
わ
せ
て
提
供
す
る
も
の

を
含
む
。
）
に
限
る
。
）
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
は
、
別
表
第
一
第
九
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

二
　
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
無
線
呼
出
し
の
役
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
か
ら
利
用
者
の
使
用
に
係
る
端
末
設

備
等
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
を
使
用
し
て
パ
ケ
ッ
ト
交
換
網
に
接
続
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
提

供
さ
れ
る
音
声
伝
送
役
務
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
は
、
別
表
第
一
第
十
号
に
定
め
る
も
の
と
す

る
。

三
　
電
気
通
信
事
業
者
が
付
加
的
な
機
能
を
用
い
て
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
の
内
容
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気

通
信
番
号
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
電
気
通
信
番
号
と
す
る
。

２
　
前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
は
、
電
気
通
信
事
業
者
が
利
用
者
か
ら
の
随
時
の
請
求
に
よ
り
特
定

さ
れ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
前
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
に
よ
り
識
別
さ
れ
る
固
定
端
末
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系
伝
送
路
設
備
又
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
に
よ
り
識
別
さ
れ
る
携
帯
電
話
若
し
く
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ

に
係
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
限
る
。
）
を
介
し
て
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
を
識
別
す
る
た
め
に
用
い
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
緊
急
通
報
）

第
十
一
条
　
緊
急
通
報
に
関
す
る
電
気
通
信
番
号
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
警
察
機
関
へ
の
通
報
に
つ
い
て
は
、
一
一
〇
と
す
る
。

二
　
海
上
保
安
機
関
へ
の
通
報
に
つ
い
て
は
、
一
一
八
と
す
る
。

三
　
消
防
機
関
へ
の
通
報
に
つ
い
て
は
、
一
一
九
と
す
る
。

（
デ
ー
タ
通
信
設
備
に
係
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
）

第
十
二
条
　
デ
ー
タ
通
信
設
備
（
国
際
電
気
通
信
連
合
条
約
に
基
づ
く
勧
告
に
準
拠
し
た
パ
ケ
ッ
ト
交
換
に
よ
る
デ

ー
タ
通
信
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
は
、
別
表

第
一
第
十
一
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
電
子
メ
ー
ル
通
信
網
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
）

第
十
三
条
　
電
子
メ
ー
ル
通
信
網
（
メ
ッ
セ
ー
ジ
交
換
を
行
う
機
能
を
有
す
る
電
気
通
信
設
備
で
あ
り
、
国
際
電
気

通
信
連
合
条
約
に
基
づ
く
勧
告
に
準
拠
し
た
通
信
方
式
に
基
づ
く
も
の
に
限
る
。
）
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通

信
番
号
は
、
別
表
第
一
第
十
二
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
プ
レ
フ
ィ
ッ
ク
ス
）

第
十
四
条
　
プ
レ
フ
ィ
ッ
ク
ス
（
特
定
の
電
気
通
信
番
号
に
前
置
す
る
電
気
通
信
番
号
を
い
う
。
）
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
　
国
際
プ
レ
フ
ィ
ッ
ク
ス
（
国
際
電
気
通
信
連
合
条
約
に
基
づ
く
勧
告
に
規
定
す
る
国
番
号
か
ら
始
ま
る
電
気

通
信
番
号
に
前
置
す
る
電
気
通
信
番
号
）
は
、
〇
一
〇
と
す
る
。

二
　
国
内
プ
レ
フ
ィ
ッ
ク
ス
（
第
九
条
第
一
項
（
第
五
号
を
除
く
。
）
又
は
第
十
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第

二
号
に
定
め
る
電
気
通
信
番
号
又
は
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
電
気
通
信
番
号
に
前
置
す
る
電
気
通
信
番

号
）
は
、
〇
と
す
る
。

第
三
章
　
電
気
通
信
番
号
の
指
定
に
係
る
手
続

（
電
気
通
信
番
号
の
指
定
の
申
請
）

第
十
五
条
　
電
気
通
信
番
号
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
様
式
第
一
の
申
請
書
を
総
務
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
電
気
通
信
番
号
を
必
要
と
す
る
理
由

二
　
必
要
と
す
る
電
気
通
信
番
号
の
数
及
び
そ
の
根
拠
と
な
る
需
要
の
見
込
み

三
　
必
要
と
す
る
電
気
通
信
番
号
の
数
に
係
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
計
画

四
　
電
気
通
信
番
号
を
管
理
す
る
方
法

五
　
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
図
（
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
分
界
点
そ
の
他
電
気
通
信
番
号
を
使
用
す
る
場
合
に

必
要
な
電
気
通
信
設
備
を
明
示
し
た
も
の
を
い
う
。
）

六
　
別
表
第
二
に
規
定
す
る
要
件
を
確
認
で
き
る
事
項
（
第
十
一
条
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
の
指
定
を
受
け

よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く
。
）

七
　
別
表
第
三
に
規
定
す
る
要
件
を
確
認
で
き
る
事
項
（
第
九
条
第
二
項
又
は
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気

通
信
役
務
を
識
別
す
る
た
め
に
電
気
通
信
番
号
を
用
い
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
）

八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
電
気
通
信
番
号
の
指
定
の
た
め
特
に
必
要
な
事
項

３
　
次
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
様
式
第
二
に
よ
り
、
別
表
第
三
に
規
定
す
る
要
件
を
確
認
で
き
る
事
項
を
あ

ら
か
じ
め
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
番
号
の
指
定
の
申
請
の
際
に
申
請
書

に
前
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
第
九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
の
指
定
を
受
け
た
電
気
通
信
事
業
者
が
、
当
該
電
気
通

信
番
号
を
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
を
識
別
す
る
た
め
に
用
い
よ
う
と
す
る
場
合

二
　
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
の
指
定
を
受
け
た
電
気
通
信
事
業
者
が
、
当
該
電
気
通

信
番
号
を
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
を
識
別
す
る
た
め
に
用
い
よ
う
と
す
る
場
合

４
　
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
に
つ
い
て
変
更
す
る
場
合
は
、
様
式
第

三
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
別
表
第
四
に
規
定
す
る
軽
微
な

変
更
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
電
気
通
信
番
号
の
指
定
）

第
十
六
条
　
総
務
大
臣
は
、
前
条
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に

必
要
な
電
気
通
信
番
号
が
電
気
通
信
番
号
計
画
に
基
づ
き
使
用
可
能
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
電
気
通
信

役
務
に
係
る
需
要
に
応
じ
る
た
め
に
必
要
な
数
の
電
気
通
信
番
号
を
指
定
し
、
電
気
通
信
番
号
指
定
証
を
交
付
す

る
。

（
指
定
し
た
電
気
通
信
番
号
の
変
更
）

第
十
七
条
　
総
務
大
臣
は
、
電
気
通
信
番
号
計
画
を
変
更
す
る
と
き
は
、
変
更
前
の
電
気
通
信
番
号
計
画
に
基
づ
き

指
定
し
た
電
気
通
信
番
号
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
電
気
通
信
番
号
の
変
更
の
う
ち
第
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
条
第
一
項
第
三
号
に
係
る
電
気
通
信

番
号
の
変
更
は
、
電
気
通
信
番
号
計
画
の
変
更
の
内
容
の
告
示
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
電
気
通
信
番
号
の
使
用
の
廃
止
）

第
十
八
条
　
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
電
気
通
信
番
号
の
指
定
を
受
け
た
者
は
、
第
十
五
条
第
二
項
第
三
号
に
掲

げ
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
計
画
に
従
っ
て
当
該
電
気
通
信
番
号
を
使
用
し
な
い
と
き
又
は
当
該
電
気
通
信
番

号
の
使
用
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
様
式
第
四
の
届
出
書
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
総
務
大
臣
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
気
通
信
番
号
の
指
定
の
取
消
し
）

第
十
九
条
　
総
務
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
第
十
六
条
の

指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
こ
の
省
令
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

二
　
別
表
第
二
又
は
別
表
第
三
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
六
条
の
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
電
気
通
信
事
業
者
は
、
遅
滞
な
く
、
総
務
大
臣
に
電

気
通
信
番
号
指
定
証
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章
　
第
九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
の
使
用
に
必
要
な
措
置

第
二
十
条
　
第
九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
の
指
定
を
受
け
た
電
気
通
信
事
業
者
は
、
当
該
電

気
通
信
番
号
（
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
十

号
の
八
に
規
定
す
る
携
帯
移
動
地
球
局
に
係
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
又
は
提
供
す
る
役
務
が
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の

み
で
あ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
識
別
す
る
た
め
の
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
指
定
を
受
け
た
電
気
通
信
事
業
者
又
は
当
該
指
定
を
受
け
た
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
卸
電
気
通
信
役
務

の
提
供
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
」
と
い
う
。
）
の
電

気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番

号
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
携
帯
電
話
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
を
他
の
電
気
通

信
事
業
者
（
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
を
除
く
。
）
に
変
更
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置

二
　
他
の
電
気
通
信
事
業
者
（
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
を
除
く
。
）
の
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
が
、

そ
の
者
に
係
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
携
帯
電
話
又

は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
を
当
該
指
定
を
受
け
た
電
気
通
信
事
業
者
又
は
卸
先
電

気
通
信
事
業
者
に
変
更
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置

三
　
当
該
指
定
を
受
け
た
電
気
通
信
事
業
者
又
は
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者

が
、
そ
の
者
に
係
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
携
帯
電

話
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
を
、
当
該
指
定
を
受
け
た
電
気
通
信
事
業
者
と
卸

先
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
及
び
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
間
で
変
更
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置

第
五
章
　
雑
則

（
書
類
の
提
出
）

第
二
十
一
条
　
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
書
類
は
、
電
気
通
信
事
業
者
の
業
務
区
域
（
そ
の

業
務
区
域
が
二
以
上
の
総
合
通
信
局
（
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
を
含
む
。
）
の
管
轄
区
域
に
わ
た
る
場
合
は
、
そ
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の
主
た
る
区
域
）
を
管
轄
す
る
総
合
通
信
局
長
（
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
長
を
含
む
。
）
を
経
由
し
て
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
出
）

第
二
十
二
条
　
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
書
類
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
の
記
載
事
項
を
記
録
し

た
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認

識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２
　
前
項
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
申
請
者
の
氏
名
及
び

住
所
並
び
に
申
請
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
九
十
七
号
）
の
施
行
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
指
定
さ
れ
て
い
る
電
気
通
信
番
号
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り

指
定
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
九
条
第
三
号
中
「
別
表
第
一

第
六
号
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
第
一
第
六
号
又
は
別
表
第
二
第
一
号
」
と
、
第
九
条
第
四
号
中
「
別
表
第
一
第
七

号
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
第
一
第
七
号
又
は
別
表
第
二
第
二
号
」
と
す
る
。

２
　
平
成
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
第
九
条
第
三
号
中
「
Ａ
０
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
」
と
し
て
指
定
を
受
け

た
電
気
通
信
番
号
は
、
平
成
十
一
年
一
月
一
日
以
後
は
「
９
０
Ａ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
」
と
し
て
指
定
さ
れ
た
も
の

と
み
な
す
。

３
　
平
成
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
第
九
条
第
四
号
中
「
Ａ
０
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
」
と
し
て
指
定
を
受
け

た
電
気
通
信
番
号
は
、
平
成
十
一
年
一
月
一
日
以
後
は
「
７
０
Ａ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
」
と
し
て
指
定
さ
れ
た
も
の

と
み
な
す
。

第
四
条
　
第
十
条
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
付
加
的
な
機
能
を
用
い
て
提
供
す

る
電
気
通
信
役
務
の
内
容
を
識
別
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
電
気
通
信
番
号
（
附
則
第
二
条
に
よ
り
指
定
さ

れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
電
気
通
信
番
号
を
除
く
。
）
は
、
当
分
の
間
、
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
た
め
に

使
用
で
き
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
三
一
日
郵
政
省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
八
月
七
日
郵
政
省
令
第
六
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
二
五
日
郵
政
省
令
第
一
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
一
一
日
郵
政
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
七
月
一
九
日
郵
政
省
令
第
六
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
九
日
郵
政
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
四
月
二
七
日
郵
政
省
令
第
二
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
三
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
第
十
三
条
の
二
第
一
号
中
「
〇
一

〇
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
条
又
は
第
六
条
に
定
め
る
電
気
通
信
番
号
」
と
し
、
平
成
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
平
成

十
五
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
同
号
中
「
〇
一
〇
」
と
あ
る
の
は
「
〇
一
〇
又
は
第
五
条
若
し
く
は
第
六
条

に
定
め
る
電
気
通
信
番
号
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
一
日
郵
政
省
令
第
五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
二
七
日
郵
政
省
令
第
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て

も
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
を
修

補
し
て
、
使
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
二
七
日
総
務
省
令
第
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
二
日
総
務
省
令
第
四
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
電
気
通
信
番
号
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
指
定
さ
れ
て
い
る
電
気
通
信
番
号
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後

の
電
気
通
信
番
号
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
番
号
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
も

の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
番
号
の
指
定
を
受
け
て
い
る
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
っ
て
、
新
番
号
規

則
第
十
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
適
用
し
な

い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
二
月
六
日
総
務
省
令
第
一
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
二
十
条
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
新
規
の
契
約
の
締
結
を

停
止
し
、
又
は
停
止
す
る
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
電
気
通
信
役
務
に
つ
い
て
、
利
用
者
が
そ
の
提
供
を
受
け

る
た
め
に
電
気
通
信
事
業
者
を
変
更
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
一
月
二
一
日
総
務
省
令
第
一
三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
十
二
の
項
の
改
正
規
定
中
「
注
４
」

を
「
注
５
」
に
改
め
る
部
分
及
び
同
表
中
注
４
を
注
５
と
し
、
注
３
の
次
に
注
４
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
平
成

二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
指
定
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
電
気
通
信
番
号
規
則
第
十
条
第
一
号
に
規
定
す

る
電
気
通
信
番
号
は
、
改
正
後
の
電
気
通
信
番
号
規
則
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
二
月
二
九
日
総
務
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
九
日
総
務
省
令
第
一
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
六
月
一
六
日
総
務
省
令
第
六
八
号
）

（
施
行
期
日
）
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１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
番
号
規
則
第
九
条
第
一

項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月

を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
番
号
規
則
（
以
下
「
新
番
号
規
則
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
前
項
の
電
気
通
信
番
号
の
指
定
を
受
け
て
い
る
電
気
通
信
事
業
者
が
、
前
項
の
期
間
内
に
新
番
号
規
則
別
表
第

二
の
七
の
項
要
件
欄
中
三
又
は
八
の
項
要
件
欄
中
三
に
掲
げ
る
要
件
を
確
認
で
き
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
総

務
大
臣
に
提
出
し
た
と
き
は
、
当
該
電
気
通
信
番
号
は
、
新
番
号
規
則
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
も
の
と
み
な

す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
七
月
二
日
総
務
省
令
第
六
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
二
月
一
二
日
総
務
省
令
第
一
〇
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
月
一
五
日
総
務
省
令
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
番
号
規
則
第
二
十
条
の

改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
番
号
規
則
第
九
条

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
番
号
規
則
第

九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
と
し
て
指
定
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
番
号
規
則
第
二
十
条
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
新
規
の

契
約
の
締
結
を
停
止
し
、
又
は
停
止
す
る
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
電
気
通
信
役
務
に
つ
い
て
、
利
用
者
が
そ

の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
電
気
通
信
事
業
者
を
変
更
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
二
月
九
日
総
務
省
令
第
九
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
番
号
規
則
（
以
下

「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
の
規
定
は
当

分
の
間
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
〇
月
一
九
日
総
務
省
令
第
七
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一

第
一
号
（
第
５
条
第
１
項
関
係
）

０
０
Ｘ
１
Ｘ２
（
Ｘ１
は
０
、
２
及
び
９
を
除
く
。
）
又
は
０
０
２
Ｙ
１
Ｙ２

た
だ
し
、
Ｘ１
Ｘ２
及
び
Ｙ１
Ｙ２
は
、
総
務
大
臣
の
指
定
に
よ
り
第
５
条
第
１
項
の
電
気
通
信
事
業
者
ご
と
に
定
め
ら
れ
る

数
字
と
す
る
。

注
　
英
字
に
添
字
を
付
し
た
も
の
は
、
十
進
数
字
と
す
る
。

第
二
号
（
第
５
条
第
２
項
関
係
）

０
０
９
１
Ｎ
１
Ｎ２

た
だ
し
、
Ｎ１
Ｎ２
は
、
総
務
大
臣
の
指
定
に
よ
り
第
５
条
第
２
項
の
電
気
通
信
事
業
者
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
数
字
と
す

る
。

注
　
英
字
に
添
字
を
付
し
た
も
の
は
、
十
進
数
字
と
す
る
。

第
三
号
（
第
７
条
関
係
）

第
１
け
た
目
か
ら
第
３
け
た
目
ま
で
が
「
１
０
０
」
で
あ
る
１
４
け
た
の
二
進
数
字

た
だ
し
、
第
４
け
た
目
か
ら
第
１
４
け
た
目
ま
で
は
、
総
務
大
臣
の
指
定
に
よ
り
電
気
通
信
事
業
者
ご
と
に
定
め
ら

れ
る
数
字
と
す
る
。

第
四
号
（
第
８
条
関
係
）

４
４
Ｍ
１
Ｍ２
Ｍ３
か
ら
始
ま
る
１
５
け
た
を
超
え
な
い
十
進
数
字

た
だ
し
、
Ｍ１
Ｍ２
Ｍ３
は
、
総
務
大
臣
の
指
定
に
よ
り
第
５
条
第
１
項
の
電
気
通
信
事
業
者
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
数
字
と

す
る
。

注
　
英
字
に
添
字
を
付
し
た
も
の
は
、
十
進
数
字
と
す
る
。

第
五
号
（
第
９
条
第
１
項
第
２
号
関
係
）

９
１
Ｃ
Ｄ
Ｅ
か
ら
始
ま
る
１
３
け
た
を
超
え
な
い
十
進
数
字

た
だ
し
、
Ｃ
Ｄ
Ｅ
は
、
総
務
大
臣
の
指
定
に
よ
り
第
５
条
第
２
項
の
電
気
通
信
事
業
者
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
数
字
と

す
る
。

注
　
英
字
は
、
十
進
数
字
と
す
る
。

第
六
号
（
第
９
条
第
１
項
第
３
号
関
係
）

７
０
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
（
Ｃ
は
０
を
除
く
。
）
、
８
０
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
（
Ｃ
は
０
を
除
く
。
）
又
は
９
０
Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
（
Ｃ
は
０
を
除
く
。
）

た
だ
し
、
Ｃ
Ｄ
Ｅ
は
、
総
務
大
臣
の
指
定
に
よ
り
第
５
条
第
１
項
の
電
気
通
信
事
業
者
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
数
字
と

す
る
。

注
　
英
字
は
、
十
進
数
字
と
す
る
。

第
六
号
の
二
（
第
９
条
第
１
項
第
３
号
の
２
関
係
）

２
０
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
（
Ｃ
は
０
及
び
４
を
除
く
。
）

た
だ
し
、
Ｃ
Ｄ
Ｅ
は
、
総
務
大
臣
の
指
定
に
よ
り
第
５
条
第
１
項
の
電
気
通
信
事
業
者
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
数
字
と

す
る
。

注
　
英
字
は
、
十
進
数
字
と
す
る
。

第
七
号
（
第
９
条
第
１
項
第
４
号
関
係
）

２
０
４
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ

た
だ
し
、
Ｄ
Ｅ
は
、
総
務
大
臣
の
指
定
に
よ
り
第
５
条
第
１
項
の
電
気
通
信
事
業
者
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
数
字
と
す

る
。

注
　
英
字
は
、
十
進
数
字
と
す
る
。

第
八
号
（
第
９
条
第
１
項
第
５
号
関
係
）

８
８
１
か
ら
始
ま
る
１
５
け
た
を
超
え
な
い
十
進
数
字

た
だ
し
、
８
８
１
に
続
く
１
け
た
以
上
４
け
た
以
下
の
数
字
は
、
総
務
大
臣
の
指
定
に
よ
り
第
５
条
第
１
項
の
電
気

通
信
事
業
者
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
数
字
と
す
る
。

第
九
号
（
第
１
０
条
第
１
項
第
１
号
関
係
）

６
０
０
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ

た
だ
し
、
Ｄ
Ｅ
Ｆ
は
、
総
務
大
臣
の
指
定
に
よ
り
電
気
通
信
事
業
者
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
数
字
と
す
る
。

注
　
英
字
は
、
十
進
数
字
と
す
る
。

第
十
号
（
第
１
０
条
第
１
項
第
２
号
関
係
）

５
０
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
（
Ｃ
は
０
を
除
く
。
）

た
だ
し
、
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
は
、
総
務
大
臣
の
指
定
に
よ
り
電
気
通
信
事
業
者
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
数
字
と
す
る
。

注
　
英
字
は
、
十
進
数
字
と
す
る
。
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第
十
一
号
（
第
１
２
条
関
係
）

４
４
Ｘ
１
Ｘ２
Ｘ３
Ｘ４
Ｘ５
か
ら
始
ま
る
１
４
け
た
を
超
え
な
い
十
進
数
字

た
だ
し
、
Ｘ１
Ｘ２
Ｘ３
Ｘ４
Ｘ５
は
、
総
務
大
臣
の
指
定
に
よ
り
電
気
通
信
事
業
者
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
数
字
と
す
る
。

注
　
英
字
に
添
字
を
付
し
た
も
の
は
、
十
進
数
字
と
す
る
。

第
十
二
号
（
第
１
３
条
関
係
）

２
オ
ク
テ
ッ
ト
以
上
１
６
オ
ク
テ
ッ
ト
以
下
の
符
号

た
だ
し
、
２
オ
ク
テ
ッ
ト
以
上
１
６
オ
ク
テ
ッ
ト
以
下
の
符
号
は
総
務
大
臣
の
指
定
に
よ
り
電
気
通
信
事
業
者
ご
と

に
定
め
ら
れ
る
符
号
と
す
る
。

別
表
第
二
（
第
１
５
条
第
２
項
関
係
）

電
気
通
信
番
号
の

種
別

要
件

１
　
第
５
条
第
１

項
に
規
定
す
る
も

の

１
　
直
接
又
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
（
一
の
者
に
限
る
。
５
の
項
要
件
欄
８
を
除
き
、
以
下
同

じ
。
）
の
網
を
介
し
て
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
（
法
第
３
３
条
第
２
項
に
規
定
す
る
第
一
種

指
定
電
気
通
信
設
備
を
い
い
、
ア
ナ
ロ
グ
信
号
伝
送
用
の
電
気
通
信
回
線
設
備
に
限
る
。
以
下
同

じ
。
）
と
網
間
信
号
接
続
（
中
継
系
伝
送
路
設
備
を
用
い
て
接
続
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
を
行
う
こ
と
（
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
特
に
認
め
る
場
合
を
除
く
。
）
。

２
　
第
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
に
よ
り
識
別
さ
れ
る
交
換
設
備
を
設
置
す
る
こ

と
。

３
　
第
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

２
　
第
５
条
第
２

項
に
規
定
す
る
も

の

１
　
直
接
又
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
網
を
介
し
て
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
網
間
信
号

接
続
を
行
う
こ
と
（
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
特
に
認
め
る
場
合
を
除
く
。
）
。

２
　
第
５
条
第
２
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
に
よ
り
識
別
さ
れ
る
交
換
設
備
を
設
置
す
る
こ

と
。

３
　
第
５
条
第
２
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

３
　
第
７
条
に
規

定
す
る
も
の

１
　
国
際
信
号
網
に
お
け
る
信
号
局
の
機
能
を
有
す
る
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。
（
注
１
）

２
　
上
記
１
の
設
備
が
海
外
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
国
際
信
号
網
で
接
続
さ

れ
、
運
用
さ
れ
る
こ
と
。

４
　
第
８
条
に
規

定
す
る
も
の

電
気
通
信
回
線
設
備
に
接
続
す
る
端
末
設
備
を
識
別
す
る
た
め
の
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。

５
　
第
９
条
第
１

項
第
１
号
に
規
定

す

る

も

の

（

注

２
）

１
　
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
直
接
接
続
す
る
交
換
設
備
及
び
当
該
伝
送
路
設
備
を
識
別
す
る

交
換
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。

２
　
第
９
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る

た
め
の
電
気
通
信
設
備
が
法
第
４
１
条
第
１
項
又
は
第
２
項
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
り
、
法

第
４
２
条
第
１
項
又
は
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
く
確
認
（
以
下
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己

確
認
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。
（
注
３
）

３
　
第
９
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
の
示
す
地
理
的
識
別
地
域
と
異
な
る
電

気
通
信
番
号
が
利
用
さ
れ
な
い
た
め
の
技
術
的
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

４
　
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
番
号
区
画
に
つ
い
て
相
当
程
度
の
需
要
が
見
込
ま
れ
、
そ
の
た
め

の
電
気
通
信
役
務
の
提
供
計
画
に
確
実
性
が
あ
る
こ
と
。

５
　
緊
急
通
報
が
利
用
可
能
で
あ
る
こ
と
（
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
特
に
認
め
る
場
合
を
除
く
。
）

。６
　
直
接
又
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
網
（
当
該
網
に
係
る
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通

信
回
線
設
備
に
つ
い
て
、
第
９
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
電
気
通

信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
設
備
に
適
用
さ
れ
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
が
行
わ

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
介
し
て
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
網
間
信
号
接
続
を
行
う
こ

と
（
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
特
に
認
め
る
場
合
を
除
く
。
）
。

７
　
上
記
１
か
ら
６
ま
で
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
機
能
を
端
末
設
備
に
委
ね
て
い
る
場
合
に
は
、

最
終
利
用
者
（
最
終
的
に
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
で
あ
っ
て
、
電
気
通
信
事
業
者
以

外
の
者
を
い
う
。
）
が
自
ら
端
末
設
備
の
設
定
を
変
更
す
る
こ
と
を
無
効
と
す
る
技
術
的
措
置
等

を
講
ず
る
こ
と
。

８
　
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
し
た
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
利
用
（
他
の
電
気
通
信
事
業
者

の
端
末
系
伝
送
路
設
備
と
接
続
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
し
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
場
合

に
お
い
て
、
上
記
１
か
ら
７
ま
で
に
関
し
て
電
気
通
信
事
業
者
間
に
お
け
る
取
決
め
を
行
う
こ

と
。

６
　
第
９
条
第
１

項
第
２
号
に
規
定

す
る
も
の

直
接
又
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
網
を
介
し
て
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
網
間
信
号
接
続

を
行
う
こ
と
（
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
特
に
認
め
る
場
合
を
除
く
。
）
。

７
　
第
９
条
第
１

項
第
３
号
に
規
定

す
る
も
の

１
　
電
波
法
施
行
規
則
第
４
条
第
１
項
第
６
号
に
規
定
す
る
基
地
局
の
無
線
局
免
許
を
有
す
る
電

気
通
信
事
業
者
で
あ
る
こ
と
。

２
　
直
接
又
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
網
（
当
該
網
に
係
る
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通

信
回
線
設
備
に
つ
い
て
、
第
９
条
第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
電
気
通

信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
設
備
に
適
用
さ
れ
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
が
行
わ

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
介
し
て
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
網
間
信
号
接
続
を
行
う
こ

と
（
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
特
に
認
め
る
場
合
を
除
く
。
）
。

３
　
緊
急
通
報
が
利
用
可
能
で
あ
る
こ
と
（
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
特
に
認
め
る
場
合
を
除
く
。
）

。

８
　
第
９
条
第
１

項
第
３
号
の
２
に

規
定
す
る
も
の

１
　
電
波
法
施
行
規
則
第
４
条
第
１
項
第
６
号
に
規
定
す
る
基
地
局
の
無
線
局
免
許
を
有
す
る
電

気
通
信
事
業
者
で
あ
る
こ
と
。

２
　
直
接
又
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
網
を
介
し
て
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
間
で
第

９
条
第
１
項
第
３
号
の
２
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
に
係
る
呼
の
接
続
を
行
わ
な
い
こ
と
。

９
　
第
９
条
第
１

項
第
４
号
に
規
定

す
る
も
の

１
　
電
波
法
施
行
規
則
第
４
条
第
１
項
第
７
号
の
２
に
規
定
す
る
無
線
呼
出
局
の
無
線
局
免
許
を

有
す
る
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
る
こ
と
。

２
　
直
接
又
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
網
を
介
し
て
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
網
間
信
号

接
続
を
行
う
こ
と
（
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
特
に
認
め
る
場
合
を
除
く
。
）
。

１
０
　
第
９
条
第

１
項
第
５
号
に
規

定
す
る
も
の

電
波
法
施
行
規
則
第
４
条
第
１
項
第
２
０
号
の
１
０
に
規
定
す
る
人
工
衛
星
局
の
無
線
局
免
許
を

有
す
る
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
る
こ
と
。

１
１
　
第
１
０
条

第
１
項
第
１
号
に

規
定
す
る
も
の

１
　
利
用
者
か
ら
の
随
時
の
請
求
に
応
じ
て
呼
を
振
り
分
け
る
機
能
を
有
す
る
設
備
を
設
置
す
る

こ
と
。

２
　
直
接
又
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
網
を
介
し
て
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
網
間
信
号

接
続
を
行
う
こ
と
。

３
　
利
用
者
か
ら
の
随
時
の
請
求
に
応
じ
て
特
定
す
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
つ
い
て
事
業
用
電

気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
設
備
が
第
１
０
条
第
１
項
第

２
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
に
よ
り
識
別
さ
れ
る
音
声
伝
送
役
務
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

は
、
総
合
品
質
（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
６
０
年
郵
政
省
令
第
３
０
号
）
第
３
６
条

の
５
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
満

た
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

１
２
　
第
１
０
条

第
１
項
第
２
号
に

規
定
す
る
も
の

１
　
呼
制
御
機
能
を
有
す
る
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。

２
　
直
接
又
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
網
を
介
し
て
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
網
間
信
号

接
続
を
行
う
こ
と
。

３
　
総
合
品
質
を
満
た
す
こ
と
。
（
注
４
）
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４
　
総
合
品
質
を
満
足
し
な
い
形
で
の
端
末
設
備
の
接
続
が
な
さ
れ
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。

１
３
　
第
１
０
条

第
１
項
第
３
号
に

規
定
す
る
も
の

１
　
サ
ー
ビ
ス
制
御
機
能
を
有
す
る
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
（
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
電
気

通
信
番
号
に
限
る
。
）
。

２
　
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
た
め
の
機
能
を
有
す
る
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
（
総
務
大
臣
が
別

に
告
示
す
る
電
気
通
信
番
号
に
限
る
。
）
。

３
　
直
接
又
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
網
を
介
し
て
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
網
間
信
号

接
続
を
行
う
こ
と
（
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
特
に
認
め
る
場
合
を
除
く
。
）
。

１
４
　
第
１
２
条

に
規
定
す
る
も
の

パ
ケ
ッ
ト
交
換
に
よ
る
デ
ー
タ
通
信
を
行
う
た
め
の
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。

１
５
　
第
１
３
条

に
規
定
す
る
も
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
交
換
を
行
う
機
能
を
有
す
る
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。

注１
　
国
際
信
号
網
は
、
国
際
電
気
通
信
連
合
条
約
に
基
づ
く
勧
告
に
準
拠
し
た
信
号
用
中
継
交
換
機
を
用
い
る
共
通

線
信
号
方
式
の
信
号
情
報
を
転
送
す
る
た
め
の
信
号
網
で
あ
っ
て
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
転
送
部
に
お
い
て
国
際
信
号
局

コ
ー
ド
を
用
い
る
場
合
に
限
る
。

２
　
無
線
呼
出
し
に
係
る
指
定
に
つ
い
て
は
、
「
要
件
」
の
欄
の
５
及
び
６
を
除
く
。

３
　
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
に
際
し
て
は
、
総
合
品
質
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
品
質
の
測
定
に
つ
い
て
、

Ｔ
Ｔ
Ｃ
標
準
Ｊ
Ｊ
２
０
１
．
０
１
以
上
の
測
定
方
法
に
基
づ
い
て
測
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

４
　
総
合
品
質
の
測
定
に
つ
い
て
は
、
Ｔ
Ｔ
Ｃ
標
準
Ｊ
Ｊ
２
０
１
．
０
１
以
上
の
測
定
方
法
に
基
づ
い
て
測
定
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

別
表
第
三
（
第
１
５
条
第
２
項
第
７
号
及
び
第
１
５
条
第
３
項
関
係
）

区
分

要
件

１
　
第
９
条
第
２
項
に

規
定
す
る
電
気
通
信
役

務
を
識
別
す
る
た
め
に

電
気
通
信
番
号
を
用
い

よ
う
と
す
る
場
合

１
　
利
用
者
か
ら
の
随
時
の
請
求
に
応
じ
て
呼
を
振
り
分
け
る
機
能
を
有
す
る
設
備
を
設
置

す
る
こ
と
。

２
　
利
用
者
か
ら
の
随
時
の
請
求
に
応
じ
て
特
定
す
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
つ
い
て
事
業

用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
設
備
が
第
１
０
条

第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
に
よ
り
識
別
さ
れ
る
音
声
伝
送
役
務
に
係
る
も

の
で
あ
る
場
合
は
、
総
合
品
質
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

２
　
第
１
０
条
第
２
項

に
規
定
す
る
電
気
通
信

役
務
を
識
別
す
る
た
め

に
電
気
通
信
番
号
を
用

い
よ
う
と
す
る
場
合

１
　
利
用
者
か
ら
の
随
時
の
請
求
に
応
じ
て
呼
を
振
り
分
け
る
機
能
を
有
す
る
設
備
を
設
置

す
る
こ
と
。

２
　
利
用
者
か
ら
の
随
時
の
請
求
に
応
じ
て
特
定
す
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
つ
い
て
事
業

用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

３
　
利
用
者
か
ら
の
随
時
の
請
求
に
応
じ
て
特
定
す
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
接
続
す
る
場

合
、
接
続
す
る
設
備
の
別
及
び
当
該
設
備
に
係
る
料
金
水
準
で
課
金
さ
れ
る
旨
を
呼
の
接
続

に
先
立
っ
て
発
信
者
へ
通
知
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

別
表
第
四
（
第
１
５
条
第
４
項
関
係
）

軽
微
な
事
項

適
用
の
条
件

１
　
第
１
５
条
第
２
項
（
第
６

号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
事

項
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

（
１
）
　
第
２
号
に
規
定
す
る
需

要
の
見
込
み

必
要
と
す
る
電
気
通
信
番
号
の
数
及
び
そ
の
根
拠
と
な
る
需
要
に
つ
い
て
下
回
る

こ
と
と
な
る
場
合
に
限
る
。

（
２
）
　
第
４
号
に
規
定
す
る
電

気
通
信
番
号
を
管
理
す
る
方
法

電
気
通
信
番
号
を
管
理
す
る
方
法
を
変
更
す
る
場
合
（
た
だ
し
、
管
理
体
制
に
変

更
を
生
じ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

（
３
）
　
第
５
号
に
規
定
す
る
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
図

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
図
の
一
部
に
つ
い
て
改
め
る
場
合
に
限
る
（
た
だ
し
、
当
該

端
末
系
伝
送
路
に
つ
い
て
新
た
に
追
加
又
は
変
更
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

２
　
別
表
第
２
の
要
件
の
う
ち

次
に
掲
げ
る
も
の

（
１
）
　
１
及
び
２
の
２
に
関
す

る
事
項

第
５
条
第
１
項
又
は
第
２
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
に
よ
り
識
別
さ
れ
る
交

換
設
備
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
改
め
る
場
合
又
は
追
加
す
る
場
合
。

（
２
）
　
３
の
１
に
関
す
る
事
項
国
際
信
号
網
に
お
け
る
信
号
局
の
機
能
を
有
す
る
設
備
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い

て
改
め
る
場
合
又
は
追
加
す
る
場
合
。

（
３
）
　
５
の
１
に
関
す
る
事
項
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
直
接
接
続
す
る
交
換
設
備
及
び
当
該
伝
送
路
設
備
を

識
別
す
る
交
換
設
備
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
改
め
る
場
合
又
は
追
加
す
る
場

合
。

（
４
）
　
５
の
２
に
関
す
る
事
項
法
第
４
２
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
１
項
の
確
認
を
行
う
こ
と
と
な

る
場
合
を
除
く
。

（
５
）
　
５
の
３
に
関
す
る
事
項
第
９
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
の
示
す
地
理
的
識
別
地
域
と

異
な
る
電
気
通
信
番
号
が
利
用
さ
れ
な
い
た
め
の
技
術
的
措
置
の
変
更
内
容
が
軽

微
で
あ
る
こ
と
。

（
６
）
　
５
の
４
に
関
す
る
事
項
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
番
号
区
画
に
つ
い
て
相
当
程
度
の
需
要
の
見
込
み
に
つ

い
て
変
更
を
生
じ
る
こ
と
（
変
更
後
に
お
い
て
当
初
の
見
込
み
を
下
回
る
場
合
に

限
る
。
）
。

（
７
）
　
５
の
５
に
関
す
る
事
項
緊
急
通
報
に
関
す
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
内
容
に
変
更
を
生
じ
る
場
合
を
除
く
。

（
８
）
　
７
の
３
に
関
す
る
事
項
緊
急
通
報
に
関
す
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
内
容
に
変
更
を
生
じ
る
場
合
を
除
く
。

（
９
）
　
８
の
３
に
関
す
る
事
項
緊
急
通
報
に
関
す
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
内
容
に
変
更
を
生
じ
る
場
合
を
除
く
。

（
１
０
）
　
１
１
の
１
に
関
す
る

事
項

利
用
者
か
ら
の
随
時
の
請
求
に
応
じ
て
呼
を
振
り
分
け
る
機
能
を
有
す
る
設
備
の

全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
改
め
る
場
合
又
は
追
加
す
る
場
合
。

（
１
１
）
　
１
２
の
１
に
関
す
る

事
項

呼
制
御
機
能
を
有
す
る
設
備
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
改
め
る
場
合
又
は
追
加

す
る
場
合
。

（
１
２
）
　
１
２
の
３
に
関
す
る

事
項

総
合
品
質
に
つ
い
て
変
更
す
る
場
合
（
総
合
品
質
に
関
す
る
数
値
を
劣
化
さ
せ
る

こ
と
と
な
る
場
合
を
除
く
。
）
。

（
１
３
）
　
１
２
の
４
に
関
す
る

事
項

総
合
品
質
を
満
足
し
な
い
形
で
の
端
末
設
備
の
接
続
が
な
さ
れ
な
い
よ
う
な
措
置

に
つ
い
て
変
更
を
生
じ
る
こ
と
と
な
る
場
合
を
除
く
。

（
１
４
）
　
１
３
の
１
に
関
す
る

事
項

サ
ー
ビ
ス
制
御
機
能
を
有
す
る
設
備
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
改
め
る
場
合
又

は
追
加
す
る
場
合
。

（
１
５
）
　
１
３
の
２
に
関
す
る

事
項

電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
た
め
の
機
能
を
有
す
る
設
備
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い

て
改
め
る
場
合
又
は
追
加
す
る
場
合
。

（
１
６
）
　
１
４
に
関
す
る
事
項
パ
ケ
ッ
ト
交
換
に
よ
る
デ
ー
タ
通
信
を
行
う
た
め
の
設
備
の
全
部
又
は
一
部
に
つ

い
て
改
め
る
場
合
又
は
追
加
す
る
場
合
。

（
１
７
）
　
１
５
に
関
す
る
事
項
メ
ッ
セ
ー
ジ
交
換
を
行
う
機
能
を
有
す
る
設
備
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
改
め

る
場
合
又
は
追
加
す
る
場
合
。
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様
式
第
一
　
電
気
通
信
番
号
申
請
書
の
様
式
（
第
１
５
条
第
１
項
関
係
）

様式第一 電気通信番号申請書の様式（第15条第１項関係） 

 

電気通信番号申請書 
                     年  月  日 

総務大臣 殿 
郵便番号 

（ふりがな） 
住  所 

（ふりがな） 
氏  名（自筆で記入したときは、押印を省略できる。

法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記
載することとし、代表者が自筆で記入したと
きは、押印を省略できる｡ ）    印 

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載すること｡ 担
当部署等がある場合は、当該担当部署名等を
記載すること。） 

登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 
 

電気通信番号の指定を受けたいので､電気通信番号規則第15条第１項の規定に基づき申
請します｡ 
 

事 項 書 
 
１ 電気通信番号を必要とする理由 
２ 必要とする電気通信番号の数及びその根拠となる需要の見込み 
３ 必要とする電気通信番号の数に係る電気通信役務の提供の計画 
４ 電気通信番号を管理する方法 
５ ネットワーク構成図 
６ 別表第２に規定する要件を確認できる事項（第 11 条に規定する電気通信番号の指定
を受けようとする場合を除く。） 

７ 別表第３に規定する要件を確認できる事項（第９条第２項又は第 10 条第２項に規定
する電気通信役務を識別するために電気通信番号を用いようとする場合に限る。） 

８ その他電気通信番号の指定のために特に必要な事項 
 

注１ 電気通信番号を必要とする理由は、電気通信番号を必要とする具体的理由及び当
該電気通信番号を規定している電気通信番号規則の条項について記載すること。 

２ 必要とする電気通信番号の数及び根拠となる需要の見込みは、必要とする電気通
信番号の数（需要の見込みを含む。）及び使用予定年月日を記載すること。 

３ 提供を計画している役務の内容は、提供する電気通信役務について具体的に記載
すること。 

４ 電気通信番号を管理する方法は、電気通信番号の管理に関する具体的方法につい
て記載すること。 

５ ネットワーク構成図は、電気通信番号の関係する通信経路、第15条第２項に規定
する必要な電気通信設備の所在（所在する市町村名を含む。）、分界点が分かるよ
うに明確に記載すること。 

６ 別表第２に規定する要件を確認できる事項は、同表に規定する要件について明確
に記載すること。 

７ 別表第３に規定する要件を確認できる事項は、同表に規定する要件について明確
に記載すること。 

８ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様
式
第
二
　
届
出
書
の
様
式
（
第
１
５
条
第
３
項
関
係
）

様式第二 届出書の様式（第 15 条第３項関係） 

 

第15条第３項に係る届出書 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵便番号 

（ふりがな） 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名（自筆で記入したときは、押印を省略できる。

法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記

載することとし、代表者が自筆で記入したと

きは、押印を省略できる。）    印 

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を

記載すること。） 

登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

 

 

指定を受けた電気通信番号について、電気通信番号規則第 15 条第３項の規定に基づき届

け出ます。 

 

指定を受けた電気通信番号  

別表第３に規定する要件を確認できる事項  

開始年月日  

 

注１ 指定を受けた電気通信番号は、「第９条第１項第３号」、「第 10 条第１項第２

号」等と記載すること。 

２ 別表第３に規定する要件を確認できる事項は、同表に規定する要件について明確

に記載するとともに、必要な書類を添付すること。 

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 
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様
式
第
三
　
電
気
通
信
番
号
変
更
届
出
書
の
様
式
（
第
１
５
条
第
４
項
関
係
）

様式第三 電気通信番号変更届出書の様式（第15条第４項関係） 

 

電気通信番号指定に関する変更届出書 
 

年  月  日 
総務大臣 殿 

郵便番号 
（ふりがな） 

住  所 
（ふりがな） 

氏  名（自筆で記入したときは、押印を省略できる。
法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記
載することとし、代表者が自筆で記入したと
きは、押印を省略できる｡ ）    印 

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載すること｡ 担
当部署等がある場合は、当該担当部署名等を
記載すること。） 

登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 
 

 
  電気通信番号の指定に係る内容を次のとおり変更するので､電気通信番号規則第15条 
第４項の規定に基づき届け出ます｡ 
 

変更事項  

変更内容 
変更前 変更後 

  

変更年月日  

 
注１ 変更事項は、変更が生じる事項について具体的内容を記載すること。 

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様
式
第
四
　
電
気
通
信
番
号
廃
止
届
出
書
の
様
式
（
第
１
８
条
関
係
）

様式第四 電気通信番号廃止届出書の様式（第18条関係） 

 

電気通信番号廃止届出書 
                  年  月  日 

総務大臣 殿 
郵便番号 

（ふりがな） 
住  所 

（ふりがな） 
氏  名（自筆で記入したときは、押印を省略できる。

法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記
載することとし、代表者が自筆で記入したと
きは、押印を省略できる｡ ）    印 

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載すること｡ 担
当部署等がある場合は、当該担当部署名等を
記載すること。） 

登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 
 
 

指定を受けていた電気通信番号      ので､  電気通信番号規則第18条の 
  

規定に基づき次のとおり届け出ます｡ 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

廃止した電気通信番号  

電気通信番号の廃止年月日  

を使用しない 

の使用を廃止した 
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